
掲示期間 1.27-2.5 

 新潟市消防吏員服装規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年１月２７日 

新潟市消防局長 小林 佐登司   

新潟市消防局訓令第１号 

   新潟市消防吏員服装規程の一部を改正する規程 

 新潟市消防吏員服装規程（昭和６２年新潟市消防局訓令第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第１０条の見出し中「しころ標識」を「所属標識」に改め、同条中「しころ」を「防火

帽」に改める。 

 図のうち２（２）の図を次のように改める。 

 （２） 標識取付位置 

  

図のうち３の図を次のように改める。 

３ 所属標識 
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（２） 形状及び寸法 

 



（３） 取付位置 

 

図のうち４（４）の図中 

「                      「 

 

を 

 

に改める。 

」                     」 

 図のうち６（３）の図中 

「                      「 

 

を 

 

に改める。 

」                     」 

 図のうち８の図を次のように改める。 

８ 腕章 

（１） 大隊長（地色：緑） 



 

（２） 副大隊長（地色：緑） 

 

（３） 中隊長（地色：赤） 

 

（４） 小隊長（地色：黄） 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に使用中の服装及び腕章については、当分の間、使用するこ

とができるものとする。 

 


